
年度の法人の経営状況（総括表）

，法人単位の資金収支の状況
騨

（1）事業活動資金収支差額
①事業活動収入

“介護報酬等の公費（※）
“利用者負担金（※）
〃その他収入

②事業活動支出
“人件費支出
“事業費支出
“利用者負担軽減額
“その他支出

（2）施設整備等資金収支差額
①施設整備等収入

〃施設整備補助金等の公費
“その他収入

②施設整備等支出
（3 ）その他の活動資金収支差額

①その他の活動収入
②その他の活動支出

当期末資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基
準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
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（1 ）サービス活動増減差額
①サービス活動収益
②サービス活動費用

減価償 却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他サービス活動費用

（2 ）サービス活動外増減差額
①サービス活動 外収 益
②サービス活動 外費用

（3 ）特別増減差額
① 特別収 益
② 特別費用

当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他 の積 立金取 崩額
その他 の積 立金積 立額
次期繰越活 動増減差額

法人単位の事業活動の状況

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

．法人単位の資産等の状況

搬 金額∴（千円）
（1）資産の部

①流動資産
②固定資産

（2 ）負債の部
①流動負債
②固定負債

（3 ）純資産の部
減価償却累計額
（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。



， 積 立 金 の 状 況
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本 部 経 費 積 立 金 本 部 経 費 93 ，0 0 0
：∴∴ ∴∴

移 行 時 特 別 積 立 金 （延 寿 ホ ー ム ） 2 0 ，9 7 6
し）、＼

修繕 ”備 品購 入等 積立 金 修 繕 “備 品 購 入 等 （延 寿 ホ ー ム ） 8 1 ，7 6 1 ：「：
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寄 付 金 積 立 金 寄 付 金 の 明 確 性 （延 寿 ホ ー ム ） 5 ，3 1 8
∴∴

資 本 積 立 金 （病 院 ） 2 0 1 鱗

留 学 積 立 金 留 学 費 用 （病 院 ） 3 ，1 1 9 「∴∴ ∴∴∴∴
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奨 学 積 立 金 奨 学 金 （病 院 ） 6 7 ，3 8 1 「∴
∴∴∴　：

寄 付 金 積 立 金 寄 付 金 の 明 確 性 （病 院 ） 1 7 ，6 1 0 十㌧：
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設 備 “備 品 資 金 積 立 金 設 備 備 品 資 金 （病 院 ） 1 0 ，4 4 4
∴∴∴∴∴

∴ ∴∴
∴： こ＼‾≒享

訪 問 看 護 積 立 金 訪 問 看 護 経 費 2 0 ，3 9 2
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保 育 所 経 費 積 立 金 保 育 所 施 設 修 繕 費 13 ，3 4 6 ∴∴
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退 職 金 積 立 金 保 育 所 職 員 退 職 金 2 ，5 3 0 ：∴：∴ ∴∴∴∴∴∴　　一∴∴
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〟　関 連 当 事 者 と の 取 引 の 内 容
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6，地域の福祉ニーズへの対応状況
：本年度支出煩く千田

1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者 負担減免 畿 畿
H 12 4 16

2　地域の単身高齢者等を対象とした見 守り・配食サービス等の実施
ニー、く）や

H 6

3　地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 ∴ 懸 ∴ H 7

4　災害時における各種 支援活動 の実施 ∴∴∴ H 24

5　貧困 “生活 困窮者等を対象とした住 宅の斡旋 、食事提供等の生活支援 の実施 ．∴∴∴∴

6　他法人との連携による人材育成事業 ∴∴ ∴：∴ H 26

7 その他　 （　　　　　　　　 福 祉 事 務 所 へ のソー シャル ワーカー の 派 遣　　　　　　　　 ）
∴∴∴∴ H 18

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載し
ている。



児童福祉
第一種 乳児院

母子生活支援施設
児童養護施設
障害児入所施設
情緒障害児短期治療施設
児童自立支援施設

第二種 障害児適所支援事業
障害児相談支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住居型児童養育事業
助産施設
保育所
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
母子家庭等日常生活支援事業
寡婦日常生活支援事業
母子福祉施設

老人福祉
第一種 養護老人ホーム

特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム

第二種 老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
老人短期入所事業
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型老人共同生活援助事業
複合型サービス福祉事業
老人デイサービスセンター
老人短期入所施設
老人福祉センター
老人介護支援センター

障害者福祉
第一種 障害者支援施設
第二種 障害福祉サービス事業

一般相談支援事業
特定相談支援事業
移動支援事業
地域活動支援センター
福祉ホーム
身体障害者生活訓練等事業
手話通訳事業
介助犬目練事業
聴導犬割練事業
身体障害者福祉センター
補装具 作施
盲導犬笥練施
視聴覚障害者情報提供施設
身体障害者の更生相 に応ずる事業
知的障害者の更生相’に応ずる事業

その他

第一種 救護施 受
更生施

生 †困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

生 困難者に対して助葬を行う事業

婦人保 施設
授産施

生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

共同募金を行う事業

第二種 生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相酸に応ずる事業

生計困難者のために、無料又は低額な料金で、筒易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業

生 十困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

生 困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業

隣保事業

福祉サービス利用援助事業
他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

市町村社惚 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
社会福祉を目的とする事業に関する調査 、普及、宣伝 、連絡、調整及び助成

社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

都道府県社協 社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの

社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協綴会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事案が実施するために必要な事業
社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等

全社協 都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整


